
入院費用は下記のとおりです。

☆経腟分娩には、原則健康保険の適応がなく、自費でのご負担となります。

   現時点で自費分娩に対しては、時間帯（時間外、深夜、休日など）における、料金の加算はございません。

☆上記の入院日数以上の場合は、料金が加算されます。

☆切迫早産や帝王切開に関しての入院費は、基本保険適用となりますが、一部自費診療での料金も

　 発生いたします。

☆感染性医療廃棄物処理料金(胎盤処理代)が、別途発生いたします。

◇直接支払い制度

　直接支払制度にお申込み頂くと、出産育児一時金の申請・手続きを当院が行います。

　退院時の支払いは、一時金額５０万円を差し引いた金額をお支払い頂きます。

　直接支払制度のご利用には、事前に「合意文書」の記入が必要です。

  「合意文書」のご記入は、妊娠８ヶ月～９ヶ月頃にご案内いたします。

  注）直接支払制度をご利用いただくには、健康保険に加入されていることが必須です。

　　   退院までに有効な保険証の確認ができない場合、直接支払制度がご利用できません。

　　   その場合、入院費用（全額）を現金またはクレジットカード（一括）にてお支払い頂きます。

　　   保険証が変更になる予定の方は、早めに受付にお知らせください。

　　　　　　以下については、事前にご説明し書類をお渡しいたします。

◇個室同意書

　　当院は全室個室となっております。そのため差額ベッド代が発生いたします。

◇入院申込書

　　分娩までに複数回入院なさった場合、その都度申込書の提出が必要です。

◇手術同意書（対象者のみ）

　　手術を受けるすべての方に必要です。

◇分娩誘発・促進についての同意書（対象者のみ）

　　予定日超過した場合や微弱陣痛の場合などに必要になります。

☆ご不明な点がございましたら、受付スタッフにお尋ねください。
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◇◇◇　支払いにご利用いただける制度　◇◇◇

◇◇◇　入院の時にご提出いただくもの　◇◇◇

◇◇◇　入院費用についてのご案内　◇◇◇

母子合わせて出産当日より6日間入院の場合

母子合わせて出産当日より9日間入院の場合

経腟分娩

帝王切開
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